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新たな食料・農業・農村基本計画について 

農林水産省 大臣官房 政策課 

◆ はじめに  

平成 27 年 3 月 31 日に、農政の中長期

のビジョンとなる、新たな食料・農業・

農村基本計画（以下「基本計画」という。）

が閣議決定されました。 

 新たな基本計画は、食料・農業・農村

基本法（平成 11 年 7 月制定）に基づき決

定された 4 回目の基本計画となります。

食料・農業・農村政策審議会の企画部会

における 17 回にわたる議論、現地視察、

地方意見交換会を経て、3 月 24 日の本審

議会での答申を受けて決定されたもので

す（図１）。 

図１ 新たな基本計画の構成 

◆ 本基本計画の内容について

○ まえがき 

我が国の農業・農村においては、6次産

業化や農林水産物・食品の輸出へのチャ

レンジ、若者を中心とした「田園回帰」

といった新たな動きが広がっている一方

で、農業就業者の高齢化や農地の荒廃な

ど極めて厳しい状況に直面しています。

このため、関係者の発想の転換や、改革

の必要性についての認識の共有が求めら

れていることなどを述べています。 

こうした認識の下、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」等で示された施策の

方向等を踏まえつつ、食料・農業・農村

施策の改革を進め、若者たちが希望を持

てる「強い農業」と「美しく活力ある農

村」の創出を目指していくこととしてい

ます。 

○ 第１ 食料、農業及び農村に関する

施策についての基本的な方針 

第１では、食料・農業・農村をめぐる

情勢と、主な施策の評価と課題、施策を

推進するに当たっての基本的な視点を示

しています。 

具体的には、高齢化や人口減少、グロ

ーバル化などの観点から、情勢の変化や

施策の評価と課題を整理しています。そ

の上で、現在が施策展開に当たっての大

きな転換点であるとの認識に立ち、農業

の構造改革や新たな需要の取り込み等を
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通じ、農業や食品産業の成長産業化を促

進する「産業政策」と、構造改革を後押

ししつつ、農業・農村の有する多面的機

能の維持・発揮を促進する「地域政策」

を車の両輪として施策の改革を推進する

こととしています。 

○ 第２ 食料自給率の目標 

食料自給率目標については、前基本計

画の検証結果を踏まえ、計画期間内にお

ける実現可能性を重視し、平成 37年度の

目標としてカロリーベースでは現状 39％

から 45％に、金額ベースでは現状 65％か

ら 73％に、飼料自給率については現状

26％から 40％に引き上げる目標を設定し

ています。この中で、畜産関係の生産努

力目標として、生乳については、現状 745

万トンから 750 万トン（1人・1年当たり

消費量の見通しは現状 89kg/人・年から
93kg/人・年）、牛肉については、現状 51
万トンから 52 万トン（同現状 6.0kg/人・
年から 5.8kg/人・年）、豚肉については、
現状 131 万トンから据え置き（同現状

12kg/人・年から据え置き）、鶏肉につい
ては、現状 146 万トンから据え置き（同

現状 12kg/人・年から据え置き）、鶏卵に
ついては、現状 252 万トンから 241 万ト

ン（同現状 17kg/人・年から据え置き）を
定めています。 

また、我が国の食料の潜在生産能力を

評価する食料自給力指標を新たに示して

います（図２、３）。これにより、我が国

の食料自給力の現状や過去からの動向に

ついての認識を共有し、食料安全保障に

関する国民的議論を深めたいと考えてい

ます。 

図２ 食料自給力指標の姿（平成 25 年度）

図３ 食料自給力指標の推移 

○ 第３ 食料、農業及び農村に関し総

合的かつ計画的に講ずべき施

策 

１．食料の安定供給の確保に関する施策 

 食品の安全確保と、食品に対する消費

者の信頼を確保するための取組を推進す

るとともに、食育や国産農産物の消費拡

大、「和食」の保護・継承等を推進するこ

ととしています。また、食料の安定供給

という重要な役割を担っている農業や食

品産業が、消費者の多様なニーズへの的

確な対応や国内外の新たな需要の取り込

み等を通じて健全に発展するため、6次産



畜産環境情報 第 58号 平成 27年（2015年）6月

11 

業化、農林水産物・食品の輸出、食品産

業の海外展開等の取組を促進することと

しています。 

 さらに、様々なリスク（我が国の食料

の安定供給に影響を及ぼす可能性のある

様々な要因）に対応した総合的な食料安

全保障を確立するため、食料の安定供給

に関するリスクの定期的な分析、評価や、

不測時の具体的な対応手順の整備等を進

めることとしています。また、食料供給

への影響を軽減するための対応策として、

畜産分野においては、国内の家畜防疫体

制の強化を図るため、畜産農場における

飼養衛生管理基準の遵守徹底を進めるこ

ととしています。その上で、輸出環境の

整備にもつながる農場 HACCP の導入を
促進するため、その効果の分析、周知を

行うこととしています。 

２．農業の持続的な発展に関する施策 

 農業経営の法人化、新規就農の促進な

ど担い手の育成・確保や、女性農業者が

能力を最大限に発揮できる環境の整備を

進める旨を明記するとともに、経営所得

安定対策を着実に推進することとしてい

ます。 

 また、農地中間管理機構のフル稼働に

よる担い手への農地集積・集約化と優良

農地の確保、構造改革の加速化に資する

農業生産基盤の整備等を推進することと

しています。 

 さらに、米政策改革の着実な推進、飼

料用米等の戦略作物の生産拡大とともに、

畜産クラスターの構築、園芸作物の供給

力の強化などに取り組むこととしていま

す。具体的には、飼料用米については、

米産地と畜産現場の結び付け等の各種課

題の解決に向けた取組等を推進するとと

もに、生産コスト・流通コストの削減と

安定的な供給・利用体制の構築を図るた

めの取組等を推進することとしています。

また、畜産クラスターの推進等により競

争力を高め、生産基盤の強化を図ること

としています。その際、新規就農者等の

確保や経営資源の円滑な継承を促進する

とともに、搾乳ロボット等の活用を通じ

た労働負担の軽減、性判別受精卵・精液

を活用した優良な乳用後継牛の確保等を

推進することとしています。また、生産

性の高い草地への改良、水田を活用した

飼料作物やエコフィード等の生産・拡大

等により、国産飼料の利用を推進するこ

ととしています。 

生産・流通現場の技術革新等について

は、現場のニーズを踏まえた研究開発と

技術移転の加速化や、規模拡大、低コス

ト化等を可能とするため、スマート農業

の実現等に向けた取組を推進することと

しています。 

 また、気候変動への対応など、農業分

野の環境政策についても総合的に推進す

ることとしています。 

３．農村の振興に関する施策 

 多面的機能の発揮を促進するため、多

面的機能支払制度や中山間地域等直接支

払制度を着実に推進するとともに、地域

コミュニティ機能を維持するため、生活

サービス機能等を基幹集落へ集約した

「小さな拠点」と周辺集落とのネットワ

ーク化を推進することとしています。ま

た、深刻化、広域化する鳥獣被害への対
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応を図ることとしています。 

 また、農産物等を活かした新たな価値

の創出、バイオマスを基軸とした新たな

産業の振興、再生可能エネルギーの生

産・利用、農村への関連産業の導入等を

通じ、農村全体の雇用の確保と所得の向

上を推進することとしています。 

 さらに、観光、教育、福祉等と連携し

た都市農村交流を戦略的に推進するとと

もに、交流人口の増加を移住・定住へと

発展させていく取組を推進することとし

ています。また、都市農業の有する多様

な機能の発揮に向けて、持続的な振興を

図ることとしています。 

４．東日本大震災からの復旧・復興に関

する施策 

 地震・津波災害からの復旧・復興に向

け、農地や農業用施設等の着実な復旧、

将来を見据えた農地の大区画化等を進め

るとともに、原発事故に伴う風評被害の

払拭や、輸入規制の緩和・撤廃に向けた

諸外国への働きかけなどに取り組むこと

としています。 

５．団体の再編整備等に関する施策 

 食料・農業・農村に関する団体（農協、

農業委員会等）が、その機能や役割を効

果的かつ効率的に発揮できるようにして

いくため、事業・組織の見直しを行うこ

ととしています。  

○ 第４ 食料、農業及び農村に関する

施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

国や自治体、農業者、消費者などの適

切な役割分担の下、施策を総合的かつ計

画的に推進するとともに、「農林水産業・

地域の活力創造本部」を活用して政府一

体となって施策を推進することなどを明

記しています。 

◆ おわりに 

今後、本基本計画に基づく施策を着実

に推進していくために、関係者の皆様の

ご理解、ご協力をお願いします。（基本計

画の詳細については、農林水産省のホー

ムページ（http://www.maff.go.jp/j/keikaku
/k_aratana/siryou.html）をご覧下さい。）


